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Health 健康サポート

■後期高齢者医療 被保険者の方へ
　年に１度は健康診査を受けましょう

　後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象
に、生活習慣病の予防と早期発見・早期治療を目
的として、健康診査を実施しています。
対象者／後期高齢者医療保険の被保険者
　※生活習慣病の治療中の人などは対象外
期間／４月下旬～平成30年3月31日
受診票の送付時期／

　○4月末現在で被保険者の人 … 4月下旬
　○５月以後に被保険者となる人 … 被保険者と
　　なる月の上旬
受診料（自己負担額）／５００円
受診先／健康診査実施医療機関
問合先／福岡県後期高齢者医療広域連合 お問い
　合わせセンター　☎０９２６５１・３１１１

【高齢者の肺炎球菌予防接種】

接種期間 平成29年４月１日～平成30年３月31日

対象者
（①②の
いずれかに

該当）

①平成29年度に65歳、70歳、75歳、
80歳、85歳、90歳、95歳、100
歳となる人

②60歳から65歳未満で、心臓、腎
じ ん

臓、
呼吸器の機能に日常生活が極度に制
限される程度の障害や、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に日常
生活が不可能な程度の障害がある人

接種回数 １回のみ

接種料金 自己負担額2,400円

接種場所 県内の受託医療機関

持参物 住所・年齢が確認できるもの
（保険証、免許証など）

注意事項

◇すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受
けたことがある人は、助成の対象と
なりません。

◇できるだけかかりつけ医で接種して
ください。

【接種料金の免除】

　生活保護世帯・住民税非課税世帯の人は接種料金
が免除（無料）されます。必要書類（下表）を医療機
関の受付に提示してください。

■平成29年度高齢者の肺炎球菌予防接種

【接種料金免除の対象者と必要書類】

接種料金免除の対象者 免除に必要な書類

生活保護世帯 診療依頼書

住民税非課税世帯 非課税世帯証明書
（税務課窓口で発行※）

※非課税世帯証明書の発行について

　発行は無料で、必要な書類は下記のとおりです。
　○印鑑　○窓口に来る人の身分証明書（健康保険
　証・運転免許証など）　○同一世帯以外の人が申請
　する場合は委任状が必要です

問合先／

　○健康福祉課 健康推進係　☎６５・０００１

　○税務課 税務係　☎６５・１０７６

■女性特有がん
　検診無料クーポン券を送付します

　女性特有がん（子宮頸
けい

がん・乳がん）

検診無料クーポン券を、対象者に

送付します。有効期限は平成30

年２月28日までです。

【乳がん検診無料クーポン券配布対象者】

対象年齢 対象生年月日

40歳 昭和51年４月２日～昭和52年４月１日

【子宮頸がん検診無料クーポン券配布対象者】

対象年齢 対象生年月日

20歳 平成８年４月２日～平成９年４月１日

※年齢は平成29年４月１日現在

※年齢は平成29年４月１日現在

　日本人の死亡原因第３位となっている肺炎の約
30％は、肺炎球菌が原因と考えられています。下記対
象者は、肺炎球菌ワクチンの定期接種を１回受けるこ
とができます。定期接種の対象となる方は毎年異なる
ので、この機会を逃さないように接種してください。
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